
平成

二

年 月 日 火曜日

特
と
お変

山
口

一

山 口 県

○
雑平

（
二

（定期）報

○
公特大県建 毎

第 号

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
四
日

報成
二
十
三
年
度
山
口
県
市
町
村
職
員

公

九
一
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

目

次

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

営
久
賀
地
区
耕
作
放
棄
地
解
消
・
発

設
業
の
許
可
の
取
消
し
（
監
理
課
）

週
火
・
金
曜
日
発
行

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
灯
親
会

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

八
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

共
済
組
合
決
算
の
要
旨
…
…
…
…
…
…

告

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

の
認
証
の
申
請
（
五
件
）
（
県
民
生
活

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
三
件
）
（
商

生
防
止
基
盤
整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平 成 年
月 日

（火曜日）

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
三

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
九
三
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
下
関
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
九
二
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

田

利
正

萩
市
大
字
西
田
町
五
番
地

十
四
年
八
月
十
三
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
萩
市

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
ば

福
田

一
男

下
関
市
王
司
川
端
一
丁
目
二

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
八
月
十
三
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。山

口

日活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

重
見

英
子

下
関
市
豊
浦
町
大
字
川
棚
一

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

一

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

民
活
動
ね
っ
と

た
き

番
三
四
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

六
八
〇
番
地
の
一

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

及 の 及 の

公

告



平成 年 月 日 火曜日

一二

山 口

一二

（定期）県 報

一二

第 号

（
二特

と
お変

お
い

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

福

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

福

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
五
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

村

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

九
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
は
、
平
成
二
十
四
年

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
歴
史
の
町

田

輔

口
市
大
殿
大
路
一
三
五
番
地
の

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
つ
く
し
の

江

明
久

口
市
秋
穂
東
六
〇
三
一
番
地
の

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
愛
心

田

清
次

口
市
阿
知
須
七
九
二
一
番
地

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

八
月
十
五
日
ま
で
の
間
、
山
口

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
を
甦
ら
せ
る
会

二 び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会一 事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
に

変

更

に

係

る

事

項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

西
恩
田
商
業

所
在
地

宇
部
市
神
原

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

三
菱

信
託
銀
行
株
式

会
社

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

（
二
九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
四

商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
経
済

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
二
九
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

変

更

前

及
び
所
在
地

施
設

町
二
丁
目
三
七
九
〇
の
四

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
五

部
商
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口

一
日

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
わ

池
本

忠
平

防
府
市
牟
礼
今
宿
一
丁
目
二

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
四
年
八
月
二
十
一
日
ま
で
の
間

ま
す
。

山
口

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

目
四
番
五
号

若
林

辰
雄

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

や
か
防
府

一
番
二
七
号

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

県
知
事

二

井

関

成

二

名 の部 の課



平成 年 月 日 火曜日

四五

山 口 県

一二
イ

三

（定期）報

（
二大

と
お当

商
政

第 号

四五

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

イ
オ
ン
光
店

所
在
地

光
市
浅
江
一
七
五
六

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

九
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月

課
及
び
光
市
経
済
部
商
工
観
光
課

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
四
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

変

更

前

ジ
ャ
ス
コ
光
店

イ

在
地

の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

三
日
か
ら
同
年
十
一
月
五
日
ま

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

山
口
県
知

岡
内

欣
也

若
変

更

後

オ
ン
光
店

所

代
表
者
の
氏
名

村
井

正
平

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

ま
す
。

事

二

井

関

成

林

辰
雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

（
二
九
九
）
県
営
久
賀
地
区
耕

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

久
賀
地
区
耕
作
放
棄
地
解
消
・

た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
十
二

五

変
更
年
月
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ダ
イ
キ
宇
部

所
在
地

宇
部
市
明
神

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

三
菱

信
託
銀
行
株
式

会
社

（
二
九
八
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
四

商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
経
済

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

山
口

作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
を
行
う

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

変

更

前

の

岡
内

欣
也

日

山
口

及
び
所
在
地

店町
二
丁
目
二
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
七
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
五

部
商
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

三

県
知
事

二

井

関

成

整
備
事
業
計
画
書
の
縦
覧

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

た
め
の
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定

し
ま
す
。 変

更

後

若
林

辰
雄

県
知
事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏

目
四
番
五
号

若
林

辰
雄

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

営め 名 の部



平成 年 月 日 火曜日

四
各付土設号

山 口

号
三

せ

（定期）県 報

建
に
よ

一二

第 号

二三（
三

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社

が
、

号
に
掲
げ
る
欠
格
要
件
に
該
当
し

し
て
建
設
業
の
許
可
申
請
を
行
い

工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造

工
事
業
に
関
す
る
法
第
三
条
第
一

に
該
当
す
る
。

商

号

又

は

名

称

株
式

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

岩
国

代

表

者

の

氏

名

新
屋

許

可

番

号

山
口

処
分
の
内
容

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事

つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業

設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

り
、
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
し

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名

県
営
久
賀
地
区
耕
作
放
棄
地
解
消

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
四
日
か
ら
同

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

〇
〇
）
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

法
第
八
条
第
八
号
に
該
当
す
る

な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す

、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日

物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し

項
の
許
可
を
受
け
、
こ
の
こ
と

会
社

市
麻
里
布
町
四
丁
目
一
八
番
一

敏
彦

県
知
事
許
可
（
般

二
二
）
第

業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工

に
関
す
る
一
般
建
設
業
の
許
可

百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

ま
し
た
。

山
口
県
知

称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
計

月
二
十
三
日
ま
で

役
員
に
つ
い
て
そ
の
者
が
同
条

る
書
面
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添

付
け
で
土
木
工
事
業
、
と
び
・

ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施

が
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五

八
号

二
〇
七
七
〇
号

事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん

の
取
消
し

）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

事

二

井

関

成

、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番

画
書
の
写
し

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日

雑

平
成
二
十
三
年
度
山
口

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
度
山

す
。

山
口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

報

県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算
の

（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

口
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
決
算理

事
長

中

村

秀

明

要
旨

二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
し

四

定ま

雑

報



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 定期）報 第 号
貸区

算
計

益
損

び
及

表
照

対
借

要
の

書短
分

旨

理
管

金
託

預
期

長
期

宿
健

保
務

業

円
千

位
単

付
貸

金
貯

泊

）

五



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日 山 口 定期）県 報 第 号

十
四
年
七
月
三
日
印
刷

十
四
年
七
月
三
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事

六


